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定
年
退
職
前
後
の

手
続
き
の
基
本

ひ
と
昔
前
で
あ
れ
ば
、「
定
年
」
と
い
う
と
、「
会

社
を
退
職
し
、
そ
の
後
は
悠
々
自
適
に
過
ご
す
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
最
近
は
、

だ
い
ぶ
様
子
が
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

と
い
う
の
も
、
１
９
６
１
年
４
月
２
日
生
ま
れ

以
降
の
男
性
お
よ
び
１
９
６
６
年
４
月
２
日
生

ま
れ
以
降
の
女
性
は
、
公
的
年
金
の
支
給
開
始

年
齢
が
原
則
65
歳
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
60
歳

で
完
全
に
リ
タ
イ
ア
（
引
退
）
す
る
人
が
減
り
、

同
じ
会
社
で
再
雇
用
さ
れ
て
働
く
人
や
別
の
会

社
へ
再
就
職
す
る
人
が
増
え
て
い
る
の
で
す
。
ま

た
、
専
門
性
や
経
験
を
生
か
し
て
開
業
す
る
人

な
ど
、
多
様
な
選
択
肢
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
定
年
前
後
で
は
、
退
職
に
際
し
て
、

社
会
保
険
や
税
金
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
手
続

定
年
退
職
前
後
は
、
公
的
年
金
、
税
金
、
健
康
保
険
、
雇
用
保
険
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
い
つ
ま
で
に
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
、
具
体
的
な
こ
と
は
よ

く
分
か
ら
な
い
と
い
う
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ざ
定
年
退
職
と
い
う
と
き
に

慌
て
な
い
よ
う
、
ま
ず
は
、
手
続
き
の
内
容
や
大
ま
か
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
留
意
点
な
ど
を
押

さ
え
て
お
く
こ
と
が
大
事
で
す
。

き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
会
社
に
勤
め
て
い
る

間
は
こ
れ
ら
の
手
続
き
の
ほ
と
ん
ど
を
会
社
が

行
い
ま
す
が
、
退
職
す
る
と
基
本
的
に
自
分
で

行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

定
年
前
後
に
必
要
な
手
続
き
は
、「
公
的
年

金
」、「
税
金
」、「
健
康
保
険
」、「
雇
用
保
険
」

の
４
種
類
で
す
。
公
的
年
金
の
請
求
手
続
き
は
、

支
給
開
始
年
齢
に
な
っ
て
か
ら
行
い
ま
す
が
、

健
康
保
険
の
切
替
え
な
ど
、
退
職
し
た
ら
す
ぐ

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
続
き
も
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
は
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
ケ
ー

ス
も
あ
り
ま
す
。
定
年
を
迎
え
て
か
ら
慌
て
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
し
っ
か
り
と
社
会
保
険
や

税
金
の
知
識
を
身
に
付
け
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

定
年
後
の
選
択
肢
に
よ
っ
て

必
要
な
手
続
き
も
変
わ
る

定
年
後
に
、
リ
タ
イ
ア
、
再
雇
用
（
同
じ
会

社
で
再
雇
用
）、
再
就
職
（
別
の
会
社
へ
再
就
職
）

の
う
ち
、
ど
の
選
択
肢
を
選
ぶ
か
に
よ
っ
て
、
定

年
前
後
に
必
要
な
公
的
年
金
、税
金
、健
康
保
険
、

雇
用
保
険
に
関
す
る
四
つ
の
手
続
き
の
内
容
も

変
わ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
リ
タ
イ
ア
を
選
ん
だ

場
合
は
、
健
康
保
険
の
切
替
え
を
期
限
ま
で
に

行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
確
定
申

告
が
必
要
な
ケ
ー
ス
も
出
て
き
ま
す
。
リ
タ
イ

ア
後
は
こ
う
い
っ
た
多
く
の
手
続
き
を
自
力
で

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

一
方
で
、
再
雇
用
を
選
ん
だ
場
合
に
は
、
こ

れ
ま
で
通
り
、
手
続
き
の
ほ
と
ん
ど
を
会
社
が

し
て
く
れ
ま
す
が
、
公
的
年
金
や
雇
用
保
険
に

関
し
て
は
、
直
接
自
分
に
関
わ
る
こ
と
だ
け
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
仕
組
み
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
て
お

く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

再
就
職
を
選
ん
だ
場
合
、
間
を
置
か
ず
に
勤

務
先
が
決
ま
れ
ば
、
再
雇
用
と
同
様
に
、
次
の

会
社
で
社
会
保
険
、
税
金
の
手
続
き
の
ほ
と
ん

ど
を
し
て
も
ら
え
ま
す
が
、
一
定
期
間
を
置
い

て
か
ら
再
就
職
活
動
を
す
る
場
合
な
ど
は
、
雇

用
保
険
か
ら
給
付
さ
れ
る
失
業
給
付
（
基
本
手

当
）の
手
続
き
を
取
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
ま
た
、

リ
タ
イ
ア
を
す
る
人
と
同
様
に
、
健
康
保
険
の

手
続
き
も
必
要
で
す
。

誰
も
が
確
認
し
て
お
く

べ
き
こ
と

　

ま
ず
は
、
定
年
後
の
選
択
肢
に
か
か
わ
ら
ず

誰
も
が
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
を
見
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

59
歳
で
届
く
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」

を
チ
ェ
ッ
ク

公
的
年
金

公
的
年
金
の
記
録
は
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」

で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ね
ん
き
ん
定

期
便
は
、
毎
年
、
誕
生
月
に
日
本
年
金
機
構
か

ら
送
付
さ
れ
、
年
金
の
加
入
履
歴
や
年
金
見
込

額
（
50
歳
未
満
の
場
合
は
、
加
入
実
績
に
応
じ

た
年
金
額
）
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
【
図

表
１
】。
基
本
的
に
は
ハ
ガ
キ
で
送
付
さ
れ
ま
す

が
、
節
目
年
齢
時
（
35
歳
、
45
歳
、
59
歳
）
に

は
封
書
で
送
付
さ
れ
、
年
金
記
録
に
つ
い
て
よ

り
詳
細
な
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
59
歳
で
届
く
ね
ん
き
ん
定
期
便
に
は
必
ず

定
年
退
職
前
後
に

押
さ
え
て
お
く
べ
き
手
続
き

職
業
安
定
所
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目
を
通
し
、
加
入
履
歴
や
受
給
見
込
額
を
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
と
い
う
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
れ
ば
、

24
時
間
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
自
分
の
年
金
情
報
（
毎
日

更
新
）
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
便
利

で
す
。
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
は
、
①
日

本
年
金
機
構
か
ら
発
行
さ
れ
る
ユ
ー
ザ
ー
Ｉ
Ｄ

と
パ
ス
ワ
ー
ド
で
ロ
グ
イ
ン
す
る
方
法
の
ほ
か
、

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

か
ら
ロ
グ
イ
ン
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
（
た
だ

し
連
携
す
る
た
め
の
手
続
き
が
必
要
で
す
）。

受
取
り
方
で
控
除
が
変
わ
る

税
金

人
事
院
の
調
査
（
平
成
30
年
民
間
企
業
の
勤

務
条
件
制
度
等
調
査
）
に
よ
る
と
、
退
職
金
制

度
が
あ
る
会
社
は
93
・
１
％
あ
り
、
そ
の
う
ち
、

退
職
一
時
金
制
度
の
み
と
い
う
会
社
は
53
・
２

％
、
企
業
年
金
制
度
（
確
定
給
付
企
業
年
金
、

確
定
拠
出
年
金
な
ど
）
が
あ
る
と
い
う
会
社
は

46
・
８
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
退
職
金
を
一
時
金
と
し
て
受
け
取
る

場
合
に
は
「
退
職
所
得
控
除
」
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
勤
続
20
年
超
の
場
合
は
、「
８
０
０
万
円
＋

70
万
円
×
（
勤
続
年
数
│
20
年
）」
の
控
除
が
、

ま
た
、
勤
続
20
年
以
下
の
場
合
は
、「
40
万
円
×

勤
続
年
数
」の
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。さ
ら
に
、

控
除
後
の
金
額
の
２
分
の
１
が
退
職
所
得
と
し

て
課
税
対
象
と
な
り
、
そ
れ
を
基
に
算
出
し
た

所
得
税
、
住
民
税
を
退
職
一
時
金
か
ら
差
し
引

く
と
、
退
職
金
の
手
取
り
額
を
把
握
で
き
ま
す

【
図
表
２
】。

税
金
面
で
の
メ
リ
ッ
ト
が
非
常
に
大
き
い
退
職

所
得
控
除
で
す
が
、
所
得
税
の
控
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、
会
社
へ
「
退
職
所
得
の
受
給
に
関
す

る
申
告
書
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
住

民
税
は
、
こ
の
申
告
書
の
提
出
の
有
無
に
よ
り

税
金
の
計
算
方
法
は
変
わ
り
ま
せ
ん
）。
こ
の
申

告
書
の
提
出
を
怠
る
と
、
退
職
一
時
金
に
対
し
て

20
・
42
％
（
復
興
特
別
所
得
税
を
含
む
）
の
税

率
に
よ
る
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
、
退
職
所
得
控

除
の
税
制
優
遇
を
受
け
る
た
め
に
は
、
翌
年
に
確

定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。

一
方
で
、
退
職
金
を
年
金
で
受
け
取
る
場
合

に
は
、
毎
年
受
け
取
る
年
金
は
雑
所
得
の
扱
い

に
な
り
、
公
的
年
金
と
同
様
に
「
公
的
年
金
等

控
除
」
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
公
的
年
金
以
外
の

所
得
金
額
が
年
１
０
０
０
万
円
以
下
の
場
合
は
、

65
歳
未
満
は
最
低
60
万
円
、
65
歳
以
上
は
最
低

１
１
０
万
円
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
退
職
金
の
受
取
り
方
に
よ
っ

て
控
除
の
種
類
が
変
わ
り
ま
す
。
会
社
に
よ
っ

て
、
受
取
り
方
法
（
一
時
金
か
、
年
金
か
、
併

用
で
き
る
か
）
が
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
受
取

り
方
が
決
め
ら
れ
て
い
る
場
合
と
、
選
べ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
勤
め
先
の
退
職
金

制
度
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

60
歳
で
リ
タ
イ
ア
す
る

場
合
の
手
続
き

60
歳
で
完
全
に
リ
タ
イ
ア
す
る
場
合
に
は
、

公
的
年
金
、
税
金
、
健
康
保
険
の
三
つ
の
手
続

き
が
必
要
と
な
り
ま
す
【
図
表
３
】。

「ねんきん定期便」の様式（サンプル）と見方ガイド（令和2年度送付分）

【図表１】59歳時に送られる「ねんきん定期便」

【図表２】退職金を一時金で受け取る場合の手取り額の計算例
〈勤続年数35年、退職一時金2,000万円の場合〉

 退職所得控除額　　を出すA 勤続年数
800万円＋70万円×（    35年   －20年）＝     1,850万円

退職所得控除額
1 A

＊  1  所得税の税率は5％～45％の7段階で所得に応じて決定。別途復興特別所得税（所得税額×2.1％）がかかる
＊  2  住民税の税率は一律10％ 

2  退職所得の金額　　を出すB （   2,000万円    －     1,850万円   ） × 1/2  ＝　    75万円
退職所得の金額退職一時金 退職所得控除額
BA

3  所得税額を出す 所得税額
75万円         ×  5%   ＝　  3万7,500円

退職所得の金額 税率
B C

4  住民税額を出す 住民税額
75万円         × 10%   ＝　 7万5,000円

退職所得の金額 税率
B D

（出所）監修者作成

老齢年金の見込額

過去の加入状況

これまでの保険料納付額（累計額）

受給資格期間

基礎年金、厚生年金の受取
見込額（現在の加入条件が
60歳まで継続すると仮定
した額）

【図表３】60歳でリタイアする場合のスケジュール例

（出所）監修者作成

１年前
ねんきん定期
便が届いたら
内容を確認

退職直前

退職後に加入
する健康保険
を検討

健康保険証を
会社に返却

・ 65歳に到達する３カ月前に、年金請求
書が届く
・ 65歳になったら、年金事務所または「街
角の年金相談センター」に請求書を提
出する

年

健

健康保険の
加入手続き

公的年金受給開始年65歳

１カ月前

税
「退職所得の受
給に関する申
告書」を会社に
提出

税 必要な場合、
確定申告を行う

健

健

年 公的年金の
手続き 健 健康保険の

手続き税 税金の
手続き

定年退職 60歳

1961年（昭和36年）
9月30日生まれの男性
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大学卒業後から勤め
続けた会社を、2021
年9月末の60歳で定年
退職する予定。公的
年金は65歳から受給
開始

59歳

5 退職一時金（2,000万円）－ 　（3万7,500円）－ 　（7万5,000円）＝手取り額（1,988万7,500円）

年

C D
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選
択
肢
は
三
つ
あ
る

健
康
保
険

定
年
退
職
す
る
と
、
勤
め
て
い
た
会
社
で

加
入
し
て
い
た
健
康
保
険
の
被
保
険
者
資
格

を
喪
失
す
る
た
め
、
改
め
て
健
康
保
険
へ
の

加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。
選
択
肢
は
三
つ

あ
り
ま
す
【
図
表
４
】。

一
つ
目
は
、
元
の
勤
務
先
で
加
入
し
て
い

た
健
康
保
険
を
任
意
継
続
す
る
こ
と
で
す
。

加
入
で
き
る
期
間
は
２
年
間
、
退
職
前
は
会

社
と
折
半
だ
っ
た
保
険
料
は
全
額
自
己
負
担

（
上
限
額
あ
り
）
と
な
り
ま
す
が
、
扶
養
す
る

配
偶
者
や
子
ど
も
も
被
扶
養
者
と
し
て
一
緒

に
加
入
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
退
職
日
の
翌

日
か
ら
20
日
以
内
に
手
続
き
を
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。

二
つ
目
が
、
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
で

す
。
居
住
地
の
市
区
町
村
に
「
健
康
保
険
被

保
険
者
資
格
喪
失
証
明
書
」
や
各
市
区
町
村

で
決
め
ら
れ
た
届
出
書
を
退
職
日
の
翌
日
か

ら
14
日
以
内
に
提
出
す
る
こ
と
で
、
加
入
で

き
ま
す
。
も
し
14
日
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
も

手
続
き
自
体
は
可
能
で
す
が
、
そ
の
場
合
で

も
保
険
料
は
退
職
日
の
翌
日
ま
で
遡
っ
て
支

払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

三
つ
目
は
、
家
族
（
配
偶
者
や
子
ど
も
）

が
別
途
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
場
合
に
、

そ
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
と
な
る
こ
と
で

す
。
保
険
料
の
自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

扶
養
に
入
る
た
め
に
は
、
60
歳
以
上
の
場
合

で
あ
れ
ば
、
収
入
が
年
間
１
８
０
万
円
未
満

で
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま
す
。
退
職
し

た
翌
日
か
ら
（
被
扶
養
者
に
な
っ
た
日
か
ら
）

５
日
以
内
に
、
家
族
が
加
入
す
る
健
康
保
険

で
手
続
き
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

扶
養
に
入
ら
な
い
場
合
は
、
任
意
継
続
か
国

民
健
康
保
険
へ
の
加
入
の
ど
ち
ら
か
を
選
択

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
国
民
健
康
保
険

の
場
合
、
保
険
料
は
世
帯
を
単
位
と
し
て
前

年
の
所
得
金
額
な
ど
を
ベ
ー
ス
に
計
算
さ
れ

る
た
め
、
退
職
直
後
は
任
意
継
続
の
方
が
お

得
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
言
え
ま
す
。
ま

た
、
任
意
継
続
を
選
ぶ
と
、
健
康
保
険
組
合

独
自
の
給
付
な
ど
を
現
役
時
代
と
同
様
に
受

け
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、

２
年
間
の
任
意
継
続
の
加
入
期
間
後
は
国
民

健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

い
ず
れ
を
選
ぶ
に
せ
よ
、
退
職
か
ら
の
日

程
的
な
余
裕
は
あ
ま
り
な
い
の
で
、
早
め
に

手
続
き
す
る
よ
う
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

確
定
申
告
が
必
要
な
ケ
ー
ス
も

税
金

会
社
に
勤
め
て
い
る
と
き
に
は
、
社
会
保

険
料
控
除
、
生
命
保
険
料
控
除
な
ど
の
所
得

控
除
や
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
適
用
し
た
税
金

の
計
算
や
精
算
は
、
会
社
が
年
末
調
整
で
代

行
し
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
定
年

退
職
す
る
と
、
税
金
の
計
算
や
申
告
、
納
付

も
す
べ
て
自
分
で
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

給
与
所
得
の
場
合
、
所
得
税
は
、
あ
ら
か

じ
め
１
年
の
総
収
入
を
想
定
し
、
そ
れ
を
月

割
に
し
て
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
年
の
途
中
で
退
職
し
た
場
合
に
は
、

所
得
税
を
多
く
納
め
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
年
の
最
初
の
方
で
退
職
す
る
と
、

給
与
所
得
が
少
額
で
、
配
偶
者
控
除
な
ど
の

所
得
控
除
を
フ
ル
に
利
用
で
き
な
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
退
職
所

得
か
ら
所
得
控
除
を
差
し
引
く
こ
と
で
、
税

金
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

税
金
の
還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
退
職

の
翌
年
に
居
住
地
を
管
轄
す
る
税
務
署
で
確

定
申
告
を
行
い
ま
す
。
そ
の
際
に
は
、
退
職

時
に
勤
務
先
か
ら
も
ら
う「
給
与
所
得
」と「
退

職
所
得
」
の
２
枚
の
源
泉
徴
収
票
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
ま
た
、
社
会
保
険
料
控
除
、
生

命
保
険
料
控
除
、
医
療
費
控
除
に
よ
っ
て
源

泉
徴
収
税
額
の
還
付
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る
た
め
、「
生
命
保
険
料
・
損
害
保
険
料
の

控
除
証
明
書
」、「
医
療
費
控
除
の
た
め
の
医

療
費
通
知
」、「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
」
な
ど
も
用
意
し
ま
す
。

一
方
、
住
民
税
の
徴
収
期
間
は
、
毎
年
６

月
か
ら
翌
年
５
月
ま
で
の
１
年
間
で
す
。
そ

の
た
め
、
定
年
退
職
時
に
は
未
納
分
の
精
算

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
最
後
の
給
与
や
退
職

金
か
ら
一
括
徴
収
し
て
も
ら
え
ま
す
が
、
一

度
に
払
う
の
が
難
し
い
場
合
は
、
納
付
書
（
金

①健康保険の
任意継続 ②国民健康保険 ③家族の健康保険の

被扶養者となる

加入条件

・ 退職前の加入期間が2
カ月以上
・加入期間は最長2年
・ 退職日の翌日から20
日以内に手続き

退職日の翌日から
14日以内に手続き

・ 年収要件（60歳未満：
130万円未満、60歳以
上：180万円未満）
・ 退職した翌日から（被
扶養者になった日か
ら）5日以内に手続き

保険料
・ 全額負担（上限あり）
・ 退職時の標準報酬月
額×保険料率

・ 全額負担
・ 前年の所得によって
算出
・市区町村で異なる

負担なし

手続き先
加入していた健康保険
組合または協会けんぽ
の各都道府県支部

居住地の市区町村窓口
（国民健康保険課など）

家族が加入している健
康保険

提出書類

・ 健康保険任意継続被
保険者資格取得申出
書
・ 被扶養者がいる場合
は健康保険被扶養者
届など

・ 健康保険被保険者資
格喪失証明書
・ 市区町村で決められ
た届出書

被扶養者（異動）届

（出所）監修者作成

【図表4】退職後の健康保険の選択肢
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融
機
関
の
窓
口
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
の
支
払
い
な
ど
）
や
口
座
振
替
で
分
納
す

る
普
通
徴
収
を
選
択
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

退
職
の
翌
年
に
支
払
う
住
民
税
は
、
現
役

時
代
の
所
得
に
応
じ
た
税
額
と
な
る
の
で
、

事
前
に
準
備
し
て
お
く
と
安
心
で
し
ょ
う
。

60
歳
未
満
の
被
扶
養
配
偶
者
が

い
る
場
合
に
は
手
続
き
が
必
要

公
的
年
金

本
人
に
関
す
る
請
求
手
続
き
は
支
給
開
始

年
齢
に
な
っ
て
か
ら
と
な
り
ま
す
が
、
60
歳

未
満
の
被
扶
養
配
偶
者
（
国
民
年
金
の
第
３

号
被
保
険
者
）
が
い
る
場
合
に
は
、
国
民
年

金
の
種
別
変
更
（
第
１
号
被
保
険
者
へ
の
切

替
え
）
に
よ
り
、
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

定
年
退
職
後
も
再
雇
用
で

働
く
場
合
の
手
続
き

現
在
、
定
年
年
齢
を
65
歳
未
満
に
定
め
て

い
る
事
業
主
は
、
①
65
歳
ま
で
の
定
年
の
引

上
げ
、
②
65
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
の
導

入
、
③
定
年
の
廃
止
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を

実
施
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

実
際
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
（
令
和
元
年
「
高

年
齢
者
の
雇
用
状
況
」集
計
結
果
）に
よ
れ
ば
、

65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
措
置
の
あ
る
企
業
は

99
・
８
％
、
こ
の
う
ち
継
続
雇
用
制
度
の
導

入
企
業
は
77
・
９
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
60
歳
定
年
の
企
業
に
お
け
る
定
年

到
達
者
の
う
ち
、
継
続
雇
用
さ
れ
た
人
は
84
・

７
％
、
定
年
退
職
者
は
15
・
１
％
と
な
っ
て

お
り
、
60
歳
定
年
到
達
者
の
多
く
が
同
じ
会

社
に
再
雇
用
等
で
継
続
雇
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

定
年
退
職
後
も
同
じ
勤
務
先
に
再
雇
用
さ

れ
る
場
合
、
自
分
で
行
う
手
続
き
は
と
く
に

あ
り
ま
せ
ん
が
、
再
雇
用
に
よ
り
給
与
が
下

が
る
ケ
ー
ス
で
は
、
厚
生
年
金
と
健
康
保
険

の
再
加
入
（
同
日
得
喪
）
に
よ
り
、
再
雇
用

後
の
給
与
に
応
じ
た
保
険
料
に
引
き
下
げ
る

こ
と
が
可
能
で
す
（
手
続
き
は
会
社
が
行
い

ま
す
）。

こ
こ
で
は
、
60
歳
以
降
も
働
く
場
合
の
公

的
年
金
や
雇
用
保
険
に
関
す
る
留
意
点
を
見

て
い
き
ま
し
ょ
う
【
図
表
５
】。

賃
金
が
一
定
以
下
に
減
る
と

給
付
金
が
受
け
取
れ
る

雇
用
保
険

定
年
退
職
後
の
再
雇
用
で
、
60
歳
以
降
の
賃

金
月
額
が
60
歳
到
達
時
点
に
比
べ
て
75
％
未
満

に
な
っ
た
場
合
に
、
60
歳
以
降
の
賃
金
月
額
の

最
大
15
％
を
雇
用
保
険
か
ら
、「
高
年
齢
雇
用
継

続
基
本
給
付
金
」
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
給
付
金
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
年

齢
が
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
雇
用
保
険
の
被
保

険
者
で
あ
る
こ
と
、
60
歳
時
点
で
雇
用
保
険
の

被
保
険
者
期
間
が
５
年
以
上
で
あ
る
こ
と
と
い

う
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す【
図
表
６
】。

   「
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
受
給
資
格
確
認
票
・

（
初
回
）
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
支
給
申
請
書
」

を
会
社
に
提
出
す
れ
ば
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
の

手
続
き
は
原
則
代
行
し
て
く
れ
ま
す
。

な
お
、
こ
の
高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付

金
に
つ
い
て
は
、
２
０
２
５
年
度
か
ら
支
給

率
が
最
大
15
％
か
ら
10
％
に
引
き
下
げ
ら
れ

る
ほ
か
、
将
来
的
な
廃
止
も
検
討
さ
れ
て
い

ま
す
。

「
在
職
老
齢
年
金
」
制
度
の

適
用
で
年
金
減
額
も

公
的
年
金

再
雇
用
で
働
き
な
が
ら
年
金
を
受
給
す
る

場
合
、年
金
が
削
減
さ
れ
る
「
在
職
老
齢
年
金
」

と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。

原
則
と
し
て
、
公
的
年
金
の
受
給
は
65
歳

か
ら
で
す
が
、
１
９
６
１
年
４
月
１
日
よ
り

前
に
生
ま
れ
た
男
性
と
、
１
９
６
６
年
４
月

１
日
よ
り
前
に
生
ま
れ
た
女
性
は
、
60
代
前

半
で
「
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
」
の
受

給
が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

60
歳
以
降
も
厚
生
年
金
に
加
入
し
な
が
ら

老
齢
厚
生
年
金
を
受
給
す
る
場
合
は
、
総
報

（出所）監修者作成

【図表５】再雇用で働き続ける場合のスケジュール例

１年前 ねんきん定期便が届いたら
内容を確認

退職直前 「退職所得の受給に関する
申告書」を会社に提出

いったん退職後、再雇用

公的年金受給開始

年

税

60歳

年

年

定年退職

59歳

年65歳

対象者 支給時期、期間 支給額

・ 60歳以上65歳未
満の雇用保険の被
保険者
・ 60歳時点で被保険
者期間が5年以上
・ 60歳到達時と比較
して60歳以降（再
雇用後）の賃金が
75％未満

・ 60歳に到達した
月から65歳に到
達する月までの
期間

・ 60歳以降の賃金が60
歳到達時の賃金の
① 61％未満の場合：
60歳以降の賃金×
15％
② 61％以上75％未満
の場合：60歳以降
の賃金×（15％～
0％）

（出所）厚生労働省「高年齢雇用継続給付」HPを基に監修者作成

【図表６】高年齢雇用継続基本給付金

･ 「特別支給の老齢厚生年金」の受給がある
場合、老齢厚生年金の請求手続きをする
･ 在職老齢年金制度が適用される場合、会
社が手続き

*     については1961年4月1日より前に生ま
れた男性と1966年4月1日より前に生まれた女
性が対象

・ 65歳に到達する３カ月前に、年金請求書
が届く
・ 65歳になったら、年金事務所または「街
角の年金相談センター」に請求書を提出
する

年

雇

健
厚生年金と健康保険の再加入（同日得喪）
により、再雇用後の給与に応じた保険料
に引き下げることが可能（会社が手続き）

高年齢雇用継続給付の要件を満たす場
合、会社がハローワークへ申請書を提出

年 公的年金の
手続き 健 健康保険の

手続き 雇 雇用保険の
手続き税 税金の

手続き
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酬
月
額
相
当
額
（
標
準
報
酬
月
額
と
１
年
間

の
標
準
賞
与
額
を
12
で
割
っ
た
額
の
合
計
）

と
年
金
月
額
の
合
計
額
が
一
定
金
額
を
超
え

る
と
、
年
金
が
一
部
ま
た
は
全
額
支
給
停
止

さ
れ
る
在
職
老
齢
年
金
の
適
用
を
受
け
ま
す
。

60
〜
64
歳
は
、
総
報
酬
月
額
相
当
額
と
年
金

月
額
の
合
計
額
が
28
万
円
を
超
え
る
と
、
ま

た
、
65
歳
以
上
は
、
合
計
額
が
47
万
円
を
超

え
る
と
、
在
職
老
齢
年
金
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
２
０
２
２
年
４
月
か
ら
は
60
〜
64
歳

に
つ
い
て
も
合
計
額
が
47
万
円
を
超
え
た
場

合
に
在
職
老
齢
年
金
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
こ
の
引
上
げ
に
よ
っ
て
、
た
く

さ
ん
働
い
て
稼
い
で
も
年
金
額
が
減
額
に
な

る
ケ
ー
ス
が
減
る
と
み
ら
れ
、
元
気
で
あ
る

限
り
定
年
後
も
働
き
続
け
た
い
と
思
う
人
と
、

少
子
高
齢
化
に
よ
っ
て
減
少
し
て
い
る
労
働

人
口
を
増
や
し
た
い
国
や
会
社
の
双
方
に
と

っ
て
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
そ
う
で
す
。

定
年
退
職
後
に
再
就
職
す

る
場
合
の
手
続
き

定
年
退
職
後
に
、
間
を
置
か
ず
に
勤
務
先

が
決
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、
再
雇
用
と
同
様
に
、

次
の
勤
務
先
で
社
会
保
険
、
税
金
の
手
続
き

の
ほ
と
ん
ど
を
し
て
も
ら
え
ま
す
が
、
長
期

旅
行
に
出
る
、
資
格
を
取
得
す
る
な
ど
、
一

定
期
間
仕
事
を
休
ん
で
か
ら
再
就
職
活
動
を

考
え
て
い
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

そ
う
し
た
場
合
の
定
年
退
職
前
後
の
手
続

き
は
、
60
歳
で
リ
タ
イ
ア
す
る
人
と
同
様
で

す【
図
表
７
】。
た
だ
、雇
用
保
険
に
つ
い
て
は
、

い
く
つ
か
留
意
点
が
あ
る
の
で
見
て
み
ま
し

ょ
う
。

失
業
給
付
や
再
就
職
手
当
・
高
年
齢

再
就
職
給
付
金
の
手
続
き
に
注
意

雇
用
保
険

退
職
し
て
か
ら
再
就
職
ま
で
の
期
間
、
雇
用

保
険
か
ら
失
業
給
付
（
基
本
手
当
）
を
受
け
る

こ
と
が
可
能
で
す
が
、
し
ば
ら
く
の
ん
び
り
し

て
か
ら
失
業
給
付
の
手
続
き
を
始
め
る
と
い
っ

た
場
合
に
は
注
意
が
必
要
で
す
。
失
業
給
付
の

受
給
期
間
は
離
職
日
の
翌
日
か
ら
１
年
間
と
決

ま
っ
て
お
り
、
所
定
給
付
日
数
分
（
被
保
険
者

期
間
20
年
以
上
の
場
合
で
あ
れ
ば
１
５
０
日
）

を
も
ら
う
前
に
１
年
が
経
過
し
、
受
給
が
打
切

り
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。

定
年
退
職
者
の
場
合
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
１
年

間
の
延
長
申
請
手
続
き
を
す
れ
ば
、
最
長
２
年

間
の
間
に
受
給
を
終
わ
ら
せ
れ
ば
よ
い
た
め
、
一

定
期
間
を
置
い
て
か
ら
再
就
職
活
動
を
し
よ
う

と
い
う
人
は
、
忘
れ
ず
に
延
長
の
申
請
を
し
ま
し

ょ
う
。
延
長
の
申
請
は
、
原
則
と
し
て
、
退
職
日

の
翌
日
か
ら
２
カ
月
以
内
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
失
業
給
付
を
受
け
て
い
る
期
間
中
に

再
就
職
が
決
ま
っ
た
場
合
、
支
給
日
数
の
残
り

が
３
分
の
１
以
上
あ
れ
ば
「
再
就
職
手
当
」
を

受
給
で
き
ま
す
。
支
給
額
は
「
基
本
手
当
日
額

×
支
給
残
日
数
×
給
付
率
」
で
、
給
付
率
は
支

給
残
日
数
が
３
分
の
２
以
上
あ
る
場
合
は
70
％
、

３
分
の
１
以
上
３
分
の
２
未
満
の
場
合
は
60
％

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
定
年
退
職
後
に
再
就
職
し
た
場
合

に
は
「
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
」
の
対
象
に
な

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
制
度
概
要
は
、「
高
年

齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金
」
と
同
様
で
、
60
歳

到
達
時
点
の
賃
金
よ
り
75
％
未
満
に
低
下
し
た

場
合
に
、
最
高
で
再
就
職
後
の
賃
金
の
15
％
を

給
付
金
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

失
業
給
付
の
支
給
残
日
数
が
2
0
0
日
以
上

の
場
合
は
、
再
就
職
日
の
翌
日
か
ら
２
年
を
経

過
す
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
支
給
と
な
り
、

１
０
０
日
以
上
２
０
０
日
未
満
の
場
合
は
同
様

に
１
年
と
な
り
ま
す
。

再
就
職
手
当
と
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
は
ど

ち
ら
か
し
か
選
べ
ま
せ
ん
の
で
、
受
給
額
を
試

算
し
た
う
え
で
有
利
な
方
を
選
ぶ
と
よ
い
で
し

ょ
う
。

な
お
、
こ
の
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
に
つ
い

て
も
、
２
０
２
５
年
度
か
ら
支
給
率
が
最
大
10

％
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
ほ
か
、
将
来
的
な
廃
止

も
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
定
年
後
に
ど
の
選
択
肢
を
選

ぶ
に
せ
よ
、
定
年
前
後
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
手
続

き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
手
続
き
を
せ
ず
、「
知

ら
な
か
っ
た
」
と
損
を
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

定
年
前
に
正
し
い
知
識
を
身
に
付
け
て
お
く
こ

と
が
肝
要
で
す
。

（出所）監修者作成

１年前

退職直前

・ 65歳に到達する３カ月前に、年金請求書が　
届く
・  65歳になったら、年金事務所または「街角の
年金相談センター」に請求書を提出する

公的年金受給開始

ねんきん定期便が届いたら内容を確認年

「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出税

定年退職 健康保険証を会社に返却健60歳

年65歳

失業給付の終了　

以後、４週間に１度の認定日にハローワークへ

【図表7】 定年退職後に一定期間休み、 　　　　　　　
その後再就職をする場合のスケジュール例

福地　健（ふくち・たけし）
ファイナンシャル・プランナー（CFP®）。
日本FP協会前理事

柴原　一（しばはら・はじめ）
税理士、ファイナンシャル・プランナー
（CFP®)。税理士法人柴原事務所代表

高伊　茂（たかい・しげる）
社会保険労務士。高伊FP社労士事務所代表

失業給付の日数を一定以上残して再就
職した場合は、再就職手当または高年齢
再就職給付金がもらえることもある

健康保険の加入手続き健

失業給付（基本手当）の受給手続き雇

再就職

年

年
･ 「特別支給の老齢厚生年金」の受給がある場
合、老齢厚生年金の請求手続きをする
･ 在職老齢年金制度が適用される場合、会社
が手続き

雇 雇用保険の手続き

*     については1961年4月1日より前に生ま
れた男性と1966年4月1日より前に生まれた女
性が対象

年 公的年金の手続き 健 健康保険の手続き税 税金の手続き

監修

59歳
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